
令和７年度監査委員審議結果 

開 催 日 時  令和７年７月３１日〔木〕 

場     所  ４０階北 審議室 

 

 

 

出 席 者 

監査委員職務執行者 

龍 円 あいり 

小 磯 善 彦 

監査委員 

茂 垣 之 雄 

後 藤 靖 子 

小 粥 純 子 

 事 務 局 

 事務局長、監査担当部長、他課長１０名 

審  議  事  項  等 審  議  等  の  結  果 

 

１ 住民監査請求の要旨の通知について（７月２２日受付

分） 

 

２ 令和７年定例監査について 

（１）デジタルサービス局（７月１７日審議分修正） 

 

（２）産業労働局（７月１７日審議分修正） 

 

（３）スタートアップ戦略推進本部（７月１７日審議分

修正） 

 

３ 令和６年度公営企業会計決算審査について 

（１）交通事業会計 

 

（２）高速電車事業会計 

 

（３）電気事業会計 

 

 

 

（４）中央卸売市場会計 

 

 

 

（５）下水道事業会計 

 

 

 

（６）都市再開発事業会計 

 

 

 

（７）臨海地域開発事業会計 

 

（８）港湾事業会計 

 

 

 

 

１ 審議の結果、案のとおり決定した。 

 

 

２ 

（１）審議の結果、案のとおり決定した。 

 

（２）審議の結果、案のとおり決定した。 

 

（３）審議の結果、案のとおり決定した。 

 

 

３ 

（１）審議の結果、案のとおり決定した。 

 

（２）審議の結果、案のとおり決定した。 

 

（３）審議の結果、一部修正の意見が付され、

次回以降に修正案を付することとし、その他

の部分については、案のとおり決定した。 

 

（４）審議の結果、一部修正の意見が付され、

次回以降に修正案を付することとし、その他

の部分については、案のとおり決定した。 

 

（５）審議の結果、一部修正の意見が付され、

次回以降に修正案を付することとし、その他

の部分については、案のとおり決定した。 

 

（６）審議の結果、一部修正の意見が付され、

次回以降に修正案を付することとし、その他

の部分については、案のとおり決定した。 

 

（７）審議の結果、案のとおり決定した。 

 

（８）審議の結果、一部修正の意見が付され、

次回以降に修正案を付することとし、その他

の部分については、案のとおり決定した。 

 



４ 令和７年行政監査実施計画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 審議の結果、案のとおり決定した。 

備 考  

 


